
議案第 号 

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び宝塚市職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び宝塚市職員の育児休業等に関する条

例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 令和４年（２０２２年） 月 日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び宝塚市職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例 

 （職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和２９年条例第８号）の一部

を次のように改正する。 

第１１条の５中「後８週間」を「以後１年」に改める。 

 （宝塚市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 宝塚市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条の３を削る。 

第３条中第５号を削り、第６号を第５号とする。 

第３条の次に次の１条を加える。 

（育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定め

る期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条

例で定める期間は、５７日間（多胎妊娠であった場合は７１日間）とする。 

第８条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



議案第 号 

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び宝塚市職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第8号)新旧対照表(第1条による改

正関係) 

現行 改正案 

(育児参加休暇) (育児参加休暇) 

第11条の5 任命権者は、男性職員の配偶者が

出産する場合であって、その出産予定日の8

週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)

前の日から当該出産の日後8週間を経過する

日までの期間にある場合において、当該出産

に係る子又は小学校就学の始期に達するま

での子(配偶者の子を含む。)を養育する職員

が、これらの子の養育のため勤務しないこと

が相当であると認められるときは、その男性

職員に対し、請求により、当該期間内におい

て、5日以内の育児参加休暇を与えることが

できる。 

第11条の5 任命権者は、男性職員の配偶者が

出産する場合であって、その出産予定日の8

週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)

前の日から当該出産の日以後1年を経過する

日までの期間にある場合において、当該出産

に係る子又は小学校就学の始期に達するま

での子(配偶者の子を含む。)を養育する職員

が、これらの子の養育のため勤務しないこと

が相当であると認められるときは、その男性

職員に対し、請求により、当該期間内におい

て、5日以内の育児参加休暇を与えることが

できる。 

 



宝塚市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第25号)新旧対照表(第2条による改正関係) 

現行 改正案 

(育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規

則で定める期間を基準として条例で定める

期間) 

 

第2条の3 育児休業法第2条第1項ただし書の

人事院規則で定める期間を基準として条例

で定める期間は、57日間(多胎妊娠であった

場合は71日間)とする。 

 

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定

める特別の事情) 

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定

める特別の事情) 

第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める

特別の事情は、次に掲げる事情とする。 

第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める

特別の事情は、次に掲げる事情とする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 育児休業(この号の規定に該当したこ

とにより当該育児休業に係る子について

既にしたものを除く。)の終了後、3月以上

の期間を経過したこと(当該育児休業をし

た職員が、当該育児休業の承認の請求の際

育児休業により当該子を養育するための

計画について育児休業等計画書により任

命権者に申し出た場合に限る。)。 

 

(6) （略） (5) （略） 

 (育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則

で定める期間を基準として条例で定める期

間) 

 第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事

院規則で定める期間を基準として条例で定

める期間は、57日間(多胎妊娠であった場合

は71日間)とする。 

(育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定

める特別の事情) 

(育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定

める特別の事情) 

第8条 育児休業法第10条第1項ただし書の条

例で定める特別の事情は、次に掲げる事情と

する。 

第8条 育児休業法第10条第1項ただし書の条

例で定める特別の事情は、次に掲げる事情と

する。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当

したことにより当該育児短時間勤務に係

る子について既にしたものを除く。)の終

了後、3月以上の期間を経過したこと(当該

育児短時間勤務をした職員が、当該育児短

時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤

務により当該子を養育するための計画に

ついて育児休業等計画書  により任命 

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当

したことにより当該育児短時間勤務に係

る子について既にしたものを除く。)の終

了後、3月以上の期間を経過したこと(当該

育児短時間勤務をした職員が、当該育児短

時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤

務により当該子を養育するための計画に

ついて育児短時間勤務計画書により任命 



権者に申し出た場合に限る。)。 権者に申し出た場合に限る。)。  
 



都市経営会議資料 

総務部人事室給与労務課 

 

 

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び宝塚市職員の育児休業等に関する条例

の改正概要 

 

１ 改正理由 

妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援を目的として、地方公務員の育児休業等に関する

法律が改正され、育児休業の取得回数制限が緩和されたこと及び国において育児参加の

ための休暇の対象期間が拡大されたことを踏まえて、所要の改正を行う。 

 

２ 改正内容 

（１）育児休業 

① 取得回数制限の緩和に伴い、再度の育児休業の取得を認める特別な事情のうち、育

児休業計画書による申し出を不要とする。 

 ② 育児短時間勤務の再度の請求に要する計画書の名称等所要の整備を行う。 

 

 ※以下は育児休業制度の改正概要 

 現 行：原則１回まで（別途、取得期間のすべてが出生後８週間以内（多胎出産の場

合は１０週間以内）の育児休業を１回取得可能） 

 改正後：原則２回まで（別途、取得期間のすべてが出生後８週間以内（多胎出産の場

合は１０週間以内）の育児休業を２回取得可能） 

 

 

 

 

3 歳の誕生 
日の前日 



 

（２）育児参加休暇 

 配偶者の出産に当たり、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子

を養育するために取得できる育児参加休暇について、取得期間を以下のとおり拡大す

る。取得日数は現行どおり。 

① 養育の対象が小学校就学の始期に達するまでの子を含む場合（出産に係る子が第

二子以降の場合） 

 現 行⇒出産予定日以前８週間及び出生日の翌日から８週間 

 改正後⇒出産予定日以前８週間及び出生日から１年間 

 

② 養育の対象が出産に係る子のみの場合 

 現 行⇒出生日の翌日から８週間 

 改正後⇒出生日から１年間 

 

３ 施行期日 

 公布の日から施行する。 

 


